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庄内 

 新内橋を通る道路には、都市計画道路豊里十

里塚線という名前がついています。酒田市の中

心市街地を南北に通る道路で、庄内空港や日

本海沿岸東北自動車道酒田IC、庄内南部から

酒田市中心部へのアクセス道路として重要な役

割を果たしています。 

 沿線には、商業施設や、観光施設である山居

倉庫、酒田夢の倶楽などの、人が集まる施設が

ありますが、道路幅が狭いため、交通混雑が多

発しています。 

 そのため、新井田川にかかる新内橋の架け替

えを含めた約710ｍの区間で、平成9年度から4

車線化の整備を進めてきました。 

 この度、新内橋については、上流側も完成し、

片側1車線ずつの通行が可能となりました。今

後、中央分離帯の工事が若干残りますが、前後

の道路も含め全線4車線化になると、酒田市中

心部や酒田市宮野浦方面に向かう通行がス

ムーズに流れ、歩道を利用する皆さんも新内橋

付近にある山居倉庫などの観光や景観に触れ

ながら安全に通行ができるようになります。 
 

 

道路計画課 都市整備担当 

☎ 0235-66-5646 

（偶数月に発行します） 

山形県庄内総合支庁広報誌 

山形県ホームページ 
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山形県庄内総合支庁

公式Facebook 

山形県庄内総合支庁 

公式Instagram  

＼ 都市計画道路 豊里十里塚線
とよさと じゅうりづか せん

 新内橋
しんな いば し

完成 ／ 

新内橋 

豊里十里塚線（出羽大橋交差点より） 

山居倉庫前の新内橋が 

大きくなって生まれ変わりました！ 

https://www.pref.yamagata.jp/337001/kensei/joho/koho/shonainews.html
https://instagram.com/pref_yamagata_shonai
https://m.facebook.com/pref.yamagata.shonai
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おすすめビューポイントを訪れて 

景観とその物語を楽しもう！！   
 県では、山形ならではの美しい景観を体感できる「やまがた

景観物語」おすすめビュ－ポイントを60箇所選定し、現地を訪

れてこそ得られる景観やそれにまつわる歴史や物語などの情

報を発信しています。多くの皆さんにおいでいただき素晴らしい

景観を楽しんでいただくことが目的です。 

 庄内では、「国宝 羽黒山五重塔と表参道杉並木」「山居倉

庫とケヤキ並木」、「玉簾の滝」、「丸池様」、「松ヶ岡開墾場」

など、１４箇所がおすすめビューポイントに選定されています。              

 現地に標識が立っていますので、探してQRコードを読み取っ

てみてください。そのビューポイントにまつわる歴史や物語をご

覧いただけます。 

 また、6月いっぱいまで、新しいビューポイントの募集を行って

おり、さらに箇所が増える予定です。あわせて、Instagramフォ

ト・ムービーコンテストも行っており、抽選で賞品もありますの

で、ぜひご応募ください。  

 

 

 
 
 

 

 
 

建設総務課 建設技術調整担当 

☎ 0235-66-5569 

  庄内をぐるっと巡る！ 

「庄内満喫デジタルスタンプラリー」を初開催   
 庄内観光コンベンション協会では、7月1日から12月31日まで

の６カ月間、庄内エリアの自然や観光の魅力を満喫するデジタル

スタンプラリーを開催します。 

 スマートフォンのGPS機能を使って楽しむスタンプラリーで、対象

スポットには滝などの自然の名所も設定しています。 

 スタンプを集めることが楽しくなるよう、そして庄内の魅力を幅広

く満喫してもらえるよう、スポットは厳選した100箇所を用意しまし

た。 

 アプリのダウンロードは不要です。どなたでも気軽に、無料で参

加できます。ぜひこの機会に、庄内をぐるっと巡ってみてください。   

地域産業経済課 観光振興室 

 ☎ 0235-66-5726 

＜スタンプイメージ＞ 

丸池様 

眺海の森から見る庄内平野と最上川 
やまがた景観物語 

＜主な対象スポット＞ 

 ・致道館（鶴岡市）          ・玉簾の滝（酒田市） 

 ・アトク先生の館（三川町）・クラッセ（庄内町）    

 ・丸池様（遊佐町）      ・戸澤藩船番所（戸沢村）  

参加はこちらから ↓ 

庄内を楽しく巡ろう！ 

https://mokkedano.net/event/41757
https://yamagata-keikanmonogatari.com/
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頭首工
と う し ゅ こ う

緊急点検「異常なし！」 
～庄内平野の水源を見守る～   

 5月15日に愛知県豊田市の明治用水頭首工で発生

した漏水事故を受けて、国、県では、過去に建設した頭

首工の緊急点検を行いました。 

 庄内では、対象となる13箇所で緊急点検を実施した

ところ、漏水などの異常は見られませんでした。 

 頭首工は、河川から水田や畑へ農作物の栽培に必要

な水を取水するための農業用施設のことで、100ha以

上にかんがいする施設は、全国に約2,000箇所ありま

す。愛知県の明治用水頭首工は約4,700haの水田にか

んがいしていますが、それよりも大きな頭首工が庄内に

は２つあります。 

 一つは赤川から取水する赤川頭首工で10,054haの

水田に、もう一つは立谷沢川から取水する北楯頭首工

で6,173haの水田にかんがいしています。 

 漏水事故が発生すれば、農作物の安定供給に大きな

影響が出ることが心配されます。そのようなことがないよ

う、土地改良区などの施設管理者は、施設の動作に異

常がないかを日常的に確認したり、施設が破損する前に

改修を行ったりして、必要な水が必要な時に安定して供

給できるように頭首工を見守っています。  

裸足で歩ける庄内海岸を目指して！ 

 山形県では「裸足で歩ける庄内海岸」を目指して、取

組みを進めています。 

 その取組みの一つとして、今年度も「美しいやまがた

の海クリーンアップ運動」を展開していきます。既に

様々な団体が海岸清掃を行っていますが、今後も庄

内海岸のあちらこちらでボランティアによる海岸清掃が

予定されています。  

 

       

 

 環境課では７月２日（土）に最上川河口右岸で、清

掃活動を実施します。ぜひご参加ください。 

最上川河口 清掃活動 参加者募集！ 

「美しいやまがたの海」クリーンアップ運動  

一人ひとりの心がけを大切に 

 海ごみの７～８割は、陸地から川を通して海に流れ

出たものと言われています。ポイ捨てされたものや、

不用意に風に飛ばされたり、増水により側溝に入り込

んだごみが最終的に海に流れ出します。 

  これ以上海を汚さないよう、また、海岸の景観を損

なわないよう、一人ひとりの心がけで海ごみを減らし

ていきましょう。  
 

環境課 海岸漂着物対策担当 ☎ 0235-66-4914 

農村計画課 計画調整担当 ☎ 0235-66-5549 

 『庄内農村整備のいまがわかる 

Ｎ.Ｎ.ＲＥＩＫＯ』からも随時情報発信中！ 

『N.N.REIKO』

はこちらから→ 

『動画チャンネル

わんだふる』は 

こちらから→ 

   菅野代頭首工の点検の様子（鶴岡市）  

各会場のクリーンアップ

日程はこちらから → 

7月2日清掃活動 

詳細はこちらから → 

←R3年度の宮海海岸での 

クリーンアップの様子 

R4年度の浜中海岸での 

クリーンアップの様子→ 

https://www.pref.yamagata.jp/337026/kurashi/kankyo/kaigan/r3_clean_up_nittei.html
https://www.pref.yamagata.jp/337026/kurashi/kankyo/kaigan/r4_mogamigawa_seiso.html
https://www.pref.yamagata.jp/337046/sangyo/nourinsuisangyou/nnreiko/index.html
https://www.pref.yamagata.jp/337046/sangyo/nourinsuisangyou/nogyo/nosangyoson/nnreiko/douga.html


 

庄内総合支庁ニュース 6月号 （4） 

  発行／山形県庄内総合支庁 総務企画部総務課 総合案内窓口 

  〒997-1392  山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1  TEL：0235（66）5598  FAX：0235（66）2835 

 
情報コーナー 

 男性と女性が、職場や学校、地域、家庭で、それぞれの個

性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するために

は、みなさん一人ひとりの取組みが必要です。私たちのまわり

の男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませ

んか？  
 

子ども家庭支援課 子育て支援・女性青少年担当 

 ☎ 0235-66-5457 

6月23日～29日は 男女共同参画週間です！ 

 4月1日から成年年齢は18歳になりました。大人になると、様々な契約が一人でできるようになると同時に、一

度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。できることが増える分、責任も生じることになります。消費者トラブ

ルに巻き込まれないように、契約は慎重に行い、「だまされない消費者」になりましょう。 
 
 

 庄内総合支庁では、消費者安全に関する啓発・教育等の下記事業を行っております。 
 

 ①消費生活無料相談会の開催  毎月１回お1人様30分間の事前予約制です。 

 ②消費生活出前講座の開催 

  悪質商法・架空請求・契約トラブルなどの被害未然防止や、消費 

  生活に関する知識の普及・向上を図るための無料出前講座です。 

 ③ 「庄内消費生活センター情報」の発行 

    毎月、様々な情報を掲載した情報誌を発行しています。 

  県ホームページからもご覧いただけます。 

  https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/seikatsu/   

  shohi/7337001conCinf.html 

マイクロチップ装着の義務化について  
 6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬と猫について、 

マイクロチップの装着が義務化されました。 

     ●マイクロチップが装着されている犬や猫の飼い主になる場合 

        飼い主の情報に「変更する登録」が必要となります。 
 

     ●動物病院でマイクロチップを装着してもらった場合 

        飼い主の情報の「登録」が必要になります。 

   犬と猫のマイクロチップ制度について詳しく知りたい方は、以下のウェブ 

サイトや専用コールセンターをご利用ください。 
 

ウェブサイト： https://reg.mc.env.go.jp/ 

コールセンター：03-6384-5320 （受付時間：8時00分～20時00分 ※土日祝日可） 
 

生活衛生課☎ 0235-66-5662 

6月より 

犬猫への 

マイクロチップ 
装着 義務化 

考えよう！大人になるとできること、気をつけること ～18歳から大人～ 

twitter Facebook LINE Instagram 

 庄内消費生活センター 

☎ 0235-66-5451・5453 
県消費生活 

センターの 

ID:@589voosg  

https://reg.mc.env.go.jp/
https://twitter.com/yamagata_shohi
https://www.facebook.com/%E5%B1%B1%E5%BD%A2%E7%9C%8C%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%AD%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-109679145052828
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountld=833rkqdz
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/kerochan_yamagata/



